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 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３日 

                                     佐賀県人事委員会委員長  伊  藤     正    

 佐賀県人事委員会規則第23号 

   職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年佐賀県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（時間外勤務を命ずる際の考慮） （時間外勤務を命ずる際の考慮） 

第３条の４の３ 略 第３条の４の３ 略 

２ 任命権者は、再任用短時間勤務職員（条例第２条第３項に規定す

る再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）及び任期付短時間勤

務職員（同条第４項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下

同じ。）に時間外勤務を命ずる場合には、これらの職員の正規の勤

務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務

時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならな

い。 

２ 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員（条例第２条第３項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）及び任

期付短時間勤務職員（同条第４項に規定する任期付短時間勤務職

員をいう。以下同じ。）に時間外勤務を命ずる場合には、これらの

職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職

員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しな

ければならない。 

（早出遅出勤務の請求手続等） （早出遅出勤務の請求手続等） 

第３条の５ 略 第３条の５ 略 

 ２ 職員は、早出遅出勤務請求書に記載すべき事項を電子計算組織

に登録し、当該電子計算組織を利用して早出遅出勤務の請求を行

ったときは、当該請求をもって、前項に規定する請求に代えること

ができる。 

２ 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公

務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求を

した職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後に公

務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場

合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした

３ 前２項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、

公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求

をした職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後に

公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった

場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をし
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改正前 改正後 

職員に対しその旨を通知しなければならない。 た職員に対しその旨を通知しなければならない。 

３ 任命権者は、第１項の請求に係る事由について確認する必要が

あると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提

出を求めることができる。 

４ 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する

必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書

類の提出を求めることができる。 

（年次休暇の日数） （年次休暇の日数） 

第６条 条例第10条第１項第１号の人事委員会規則で定める年次休

暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げ

る日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数）とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付

与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定に

より付与すべきものとされている日数とする。 

第６条 条例第10条第１項第１号の人事委員会規則で定める年次休

暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げ

る日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数）とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付

与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定に

より付与すべきものとされている日数とする。 

 (1) 斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員等、再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、１週間ごとの勤

務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるも

のをいう。以下同じ。） 20日に斉一型短時間勤務職員の１週間

の勤務日の日数（条例第２条第３項又は第４項の規定により定

められた勤務時間が29時間以上の職員にあっては、１週間の勤

務日の日数を５日とみなす。）を５日で除して得た数を乗じて得

た日数 

 (1) 斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員等、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、１週間ご

との勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一で

あるものをいう。以下同じ。） 20日に斉一型短時間勤務職員の

１週間の勤務日の日数（条例第２条第３項又は第４項の規定に

より定められた勤務時間が29時間以上の職員にあっては、１週

間の勤務日の日数を５日とみなす。）を５日で除して得た数を乗

じて得た日数 

 (2) 不斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員等、再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間

勤務職員以外のものをいう。以下同じ。） 155時間に条例第２条

第２項から第４項までの規定により定められたその者の勤務時

間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、１日当

たりの平均勤務時間数（同条第２項から第４項までの規定によ

り定められたその者の勤務時間を１週間当たりの平均勤務日数

（同条第３項又は第４項の規定により定められたその者の勤務

 (2) 不斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員等、定年前再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型

短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。） 155時間に条例

第２条第２項から第４項までの規定により定められたその者の

勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、

１日当たりの平均勤務時間数（同条第２項から第４項までの規

定により定められたその者の勤務時間を１週間当たりの平均勤

務日数（同条第３項又は第４項の規定により定められたその者
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改正前 改正後 

時間が29時間以上の職員にあっては、１週間当たりの平均勤務

日数を５日とみなす。）で除して得た時間数をいう。以下同じ。）

を１日として日に換算して得た日数 

の勤務時間が29時間以上の職員にあっては、１週間当たりの平

均勤務日数を５日とみなす。）で除して得た時間数をいう。以下

同じ。）を１日として日に換算して得た日数 

第６条の２ 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第１項又

は第２項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項又は第28条の６第２項

の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとさ

れる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用

後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合にお

ける日数とする。 

第６条の２ 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第１項又

は第２項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項の規定による採用後の

勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用され

た年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の

勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。 

第６条の３ 条例第10条第１項第２号の人事委員会規則で定める日

数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数

とする。 

第６条の３ 条例第10条第１項第２号の人事委員会規則で定める日

数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数

とする。 

 (1) 当該年の中途において、新たに職員となった者（次号に掲げ

る職員を除く。） その者の新たに職員となった月に応じ、別表

の日数欄に掲げる日数（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時

間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数）（以下この条にお

いて「基本日数」という。） 

 (1) 当該年の中途において、新たに職員となった者（次号に掲げ

る職員を除く。） その者の新たに職員となった月に応じ、別表

の日数欄に掲げる日数（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の

勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数）（以下この

条において「基本日数」という。） 

 (2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等（条例

第10条第１項第３号に規定する地方公営企業等労働関係法適用

職員等をいう。以下この条において同じ。）となった者で、引き

続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用

職員等となった日において新たに職員となったものとみなした

場合におけるその者の新たに職員となった月に応じた別表の日

数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間

に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数

 (2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等（条例

第10条第１項第３号に規定する地方公営企業等労働関係法適用

職員等をいう。以下この条において同じ。）となった者で、引き

続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用

職員等となった日において新たに職員となったものとみなした

場合におけるその者の新たに職員となった月に応じた別表の日

数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間

に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数
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改正前 改正後 

（この号に掲げる職員が再任用職員等（地方公務員法第28条の

４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第

２項の規定により採用された職員及び一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（平成15年佐賀県条例第２号）第

３条の規定により任期を定めて採用された職員又は任期付短時

間勤務職員をいう。以下同じ。）である場合にあっては、その者

の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数）（当該日

数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数） 

（この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等（定年

前再任用短時間勤務職員及び一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例（平成15年佐賀県条例第２号）第３条の規

定により任期を定めて採用された職員又は任期付短時間勤務職

員をいう。以下同じ。）である場合にあっては、その者の勤務時

間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数）（当該日数が基本

日数に満たない場合にあっては、基本日数） 

２ 略 ２ 略 

３ 条例第10条第１項第３号の人事委員会規則で定める日数は、20

日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇

の残日数（当該日数が20日を超える場合にあっては、20日）を加え

て得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次

休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数（同号

に掲げる職員が再任用職員等である場合にあっては、その者の勤

務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数）（当該日数が基

本日数に満たない場合にあっては、基本日数）とする。 

３ 条例第10条第１項第３号の人事委員会規則で定める日数は、20

日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇

の残日数（当該日数が20日を超える場合にあっては、20日）を加え

て得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次

休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数（同号

に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっ

ては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日

数）（当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数）

とする。 

４ 略 ４ 略 

第６条の４ 次の各号に掲げる場合において、１週間ごとの勤務日

の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数（以下「勤務形態」とい

う。）が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休

暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場

合にあっては条例第10条第１項第１号又は第２号に掲げる日数

（以下この項において「基本日数」という。）に同条第２項の規定

により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数（以下この

項において「繰越日数」という。）を加えて得た日数とし、当該年

第６条の４ 次の各号に掲げる場合において、１週間ごとの勤務日

の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数（以下「勤務形態」とい

う。）が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休

暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場

合にあっては条例第10条第１項第１号又は第２号に掲げる日数

（以下この項において「基本日数」という。）に同条第２項の規定

により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数（以下この

項において「繰越日数」という。）を加えて得た日数とし、当該年
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改正前 改正後 

の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以

前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては基本日数に、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た

日数（当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項に

おいて「調整後の基本日数」という。）に繰越日数を加えて得た日

数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休

暇の日数を減じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを

四捨五入して得た日数）とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務

形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこ

の項の規定により得られる調整後の基本日数に、次の各号に掲げ

る場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数（当該日数が

20日を超える場合は、20日とする。）に繰越日数を加えて得た日数

から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇

の日数を減じて得た日数とする。 

の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以

前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては基本日数に、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た

日数（当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項に

おいて「調整後の基本日数」という。）に繰越日数を加えて得た日

数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休

暇の日数を減じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを

四捨五入して得た日数）とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務

形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこ

の項の規定により得られる調整後の基本日数に、次の各号に掲げ

る場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数（当該日数が

20日を超える場合は、20日とする。）に繰越日数を加えて得た日数

から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇

の日数を減じて得た日数とする。 

 (1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員以外の職員が１週間ごとの勤務日の日数及び勤務

日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務（以下

この条において「斉一型育児短時間勤務」という。）を始める場

合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形

態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時

間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤

務（育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、１週間ご

との勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一で

あるものをいう。次号において同じ。）を終える場合 勤務形態

の変更後における１週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更

前における１週間の勤務日の日数で除して得た率 

 (1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員以外の職員が１週間ごとの勤務日の日数及

び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務

（以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。）を始

める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて

勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育

児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短

時間勤務（育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、１

週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が

同一であるものをいう。次号において同じ。）を終える場合 勤

務形態の変更後における１週間の勤務日の日数を当該勤務形態

の変更前における１週間の勤務日の日数で除して得た率 

 (2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短

 (2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の
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改正前 改正後 

時間勤務（以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」とい

う。）を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が

引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始め

る場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若

しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型

短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後におけ

る１週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前に

おける１週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 

育児短時間勤務（以下この条において「不斉一型育児短時間勤

務」という。）を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしてい

る職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤

務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時

間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のう

ち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更

後における１週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の

変更前における１週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た

率 

 (3)・(4) 略  (3)・(4) 略 

２ 略 ２ 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下「改正法」という｡）附則第４条第１項又は第２項の規

定により採用された職員をいう｡）については、定年前再任用短時間勤務職員（この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規

則（以下「改正後の規則」という。）第３条の４の３第２項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう｡次項において同じ｡）とみなして、

改正後の規則第６条の３第１項（第２号に係る部分に限る。）及び第３項の規定を適用する。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員（改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員をいう｡）については、定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。 

 


